
１ 要 旨

静岡県では、文化政策に関する令和４年度から４年間の基本目標や重点施策等を定め

る第５期文化振興基本計画を策定しました。

この計画に基づき、「ふじのくに芸術回廊」の実現に向けた取組を進めてまいります。

２ 計画の概要

（１）位置付け

静岡県文化振興基本条例第６条に規定する基本計画

次期総合計画の分野別計画

（２）計画期間

2022 年度から 2025 年度までの４年間

（３）計画内容

基本目標

重点施策

３ 計画の公表

今後、県ホームページに速やかに掲載します。

第５期 文化振興基本計画を策定しました

①世界に輝くしずおかの文化芸術の振興
富士山をはじめとする本県の優れた文化資源の魅力を磨き、新しい価値を創造し、その価値を
普及することにより、本県に住むことに誇りを持てる文化環境を整えるとともに、その魅力を国
内外に発信することにより、定住人口はもとより、関係人口・交流人口の拡大につなげていきま
す。

②社会の多様な担い手による創造的な活動の推進

多様な人々が多様な価値を認め合う共生社会の実現に向けて、多くの県民の文化芸術活動への
参加を促し、文化芸術を活用した創造性ある活動を、社会や地域の様々な分野に広げていきます。

③文化芸術に触れる機会の拡充と人材育成の促進

他者と共感し合うことができ、創造性に富んだ感性豊かな地域社会を形成するため、多種多様
な文化を老若男女、国籍を問わず、生涯を通じて、また地域に関係なく誰もが享受できる機会の
充実を図るとともに、若者たちの感性や創造性を育む取組を進め、本県の次代の文化芸術を担う
人材を育成します。

④文化芸術を振興する仕組みの充実

県内の文化活動がより一層活発化するよう、アーツカウンシルしずおかの設置を踏まえて、県
内の各種文化施設や大学など、関係機関のネットワーク化や産業等の多分野との連携など、文化
振興を効果的に推進できる体制や仕組みを構築します。

⑤持続可能な文化活動の推進

コロナ禍において明らかになった課題等を踏まえ、文化芸術が社会に果たしている役割を再認
識し、様々な分野との連携を進めるとともに、活動・鑑賞方法の多様化などを一層促進し、あら
ゆる事態が生じても持続可能な文化活動のあり方を模索していきます。

多種多彩な文化が花開き、一人ひとりが表現者になる

「ふじのくに芸術回廊」の実現

～子どもたちを感性豊かに育み、生涯を通して文化に親しめる地域社会を目指して～


